
広
島
県
告
示
第
三
百
九
十
号 

 
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
六
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ

（
小
型
魚
）
及
び
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
及
び
か
た
く
ち
い
わ
し
瀬
戸
内
海
系
群
に
関
す
る
令
和
八
管
理
年
度

に
お
け
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
公
表
す

る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
日 

広
島
県
知
事  

横 
 

田 
 

美 
 

香 
 

特
定
水
産
資
源
の
名
称 

知
事
管
理
区
分
の
名
称 

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量 

く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
） 
広
島
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）

漁
業 

一
・
〇
ト
ン 

く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
） 

広
島
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）

漁
業 

二
・
〇
ト
ン 

か
た
く
ち
い
わ
し
瀬
戸
内
海
系
群 

広
島
県
か
た
く
ち
い
わ
し
漁
業 

四
四
、
〇
〇
〇
ト
ン
の
内
数 

 


